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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）エポキシ樹脂、（Ｂ）硬化剤、（Ｃ）硬化促進剤、（Ｄ）無機充填材を含有する
エポキシ樹脂組成物であって、
（Ａ）エポキシ樹脂として、下記一般式（１）
【化１】

（式中のｎは１以上の整数を示す。）
で表される（Ａａ）フェノールアラルキル型エポキシ樹脂と、（Ａｂ）Ｏ－クレゾールノ
ボラック型エポキシ樹脂が、各々、（Ａ）エポキシ樹脂全体量の２０～８０質量％の範囲
内において配合され、
（Ｂ）硬化剤として、ビフェニル型フェノール樹脂が、（Ｂ）硬化剤全体量の４０～１０
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０質量％の範囲内において配合され、
（Ｃ）硬化促進剤として、ホスフィン化合物およびホスフィン化合物の塩のうちの１種以
上が、エポキシ樹脂組成物全体量の０．１～０．２質量％の範囲内において含有され、
（Ｄ）無機充填材が、エポキシ樹脂組成物全体量の８０～８８質量％の範囲内において含
有されていることを特徴とする半導体封止用エポキシ樹脂組成物。
【請求項２】
　（Ｄ）無機充填材として、結晶シリカが（Ｄ）無機充填材の全体量の６０質量％以上含
有されていることを特徴とする請求項１に記載の半導体封止用エポキシ樹脂組成物。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の半導体封止用エポキシ樹脂組成物で封止されていることを特
徴とする半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は半導体封止用エポキシ樹脂組成物に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　半導体素子の封止には、信頼性、生産性等の観点から、エポキシ樹脂組成物が広く用い
られており、近年の高度実装方式に対応した性能の更なる向上が求められている。
【０００３】
　これらエポキシ樹脂組成物においては難燃性も要求されていることから、従来では、難
燃性付与成分として臭素化エポキシ樹脂等のハロゲン化合物や酸化アンチモン等のアンチ
モン化合物が配合されている。
【０００４】
　しかしながら近年では、環境保護の観点からハロゲン化合物やアンチモン化合物の使用
を回避する必要性が高まっている。このため、半導体封止用エポキシ樹脂組成物において
は、これらのハロゲン化合物やアンチモン化合物を含まずに難燃性を保持することが求め
られている。
【０００５】
　そこで、従前より、代替の難燃剤として、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム等
の金属水酸化物を配合することが試みられている（特許文献１）。
【０００６】
　また、代替手段としてエポキシ樹脂組成物による架橋密度を下げることで難燃性を付与
すること、そして、低応力性とともに難燃性を付与するために特有の構造のフェノール化
合物を硬化剤として用いることも提案されている（特許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平９－２４１４８３号公報
【特許文献２】特開２００８－２５５２１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、難燃剤として金属水酸化物を配合する場合には、その配合割合の調整は
必ずしも容易ではなく、半導体封止用エポキシ樹脂としては耐薬品性、耐熱性、成形性等
の点で問題が生じかねない。一方、架橋密度を下げることや低応力化によっては、エポキ
シ樹脂組成物の硬化物Ｔｇが低下し、成形性が悪化しやすいという問題があり、また、特
許文献２のフェノール化合物硬化剤は、その特有の化学構造の故に入手は容易ではなく、
高価なものとなりかねない。
【０００９】
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　本発明は、このような背景から、ハロゲン化合物、アンチモン化合物、そして金属水酸
化物等の難燃剤を添加配合しなくても、高い難燃性を達成し、しかも硬化物Ｔｇが高く、
成形性にも優れ、信頼性、生産性ともに良好な半導体封止用エポキシ樹脂組成物を提供す
ることを課題としている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の半導体封止用エポキシ樹脂組成物は、
（Ａ）エポキシ樹脂、（Ｂ）硬化剤、（Ｃ）硬化促進剤、（Ｄ）無機充填材を含有し、（
Ａ）エポキシ樹脂として、下記一般式（１）
【化１】

（式中のｎは１以上の整数を示す。）
で表される（Ａａ）フェノールアラルキル型エポキシ樹脂と、（Ａｂ）Ｏ－クレゾールノ
ボラック型エポキシ樹脂が、各々、（Ａ）エポキシ樹脂全体量の２０～８０質量％の範囲
内において配合され、（Ｂ）硬化剤として、ビフェニル型フェノール樹脂が、（Ｂ）硬化
剤全体量の４０～１００質量％の範囲内において配合され、（Ｃ）硬化促進剤として、ホ
スフィン化合物およびホスフィン化合物の塩のうちの１種以上が、エポキシ樹脂組成物全
体量の０．１～０．２質量％の範囲内において含有され、（Ｄ）無機充填材が、エポキシ
樹脂組成物全体量の８０～８８質量％の範囲内において含有されていることを特徴とする
。
【００１３】
　また、（Ｄ）無機充填材として、結晶シリカが（Ｄ）無機充填材の全体量の６０質量％
以上含有されていることが好ましい。
【００１４】
　また、本発明は、以上いずれかの半導体封止用エポキシ樹脂組成物で封止されているこ
とを特徴とする半導体装置も提供する。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の半導体封止用エポキシ樹脂によれば、従来のようにハロゲン化合物やアンチモ
ン化合物等の難燃剤を添加配合しなくても、高い難燃性を達成し、しかも硬化物のＴｇが
高く、成形性に優れた封止が可能となる。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の半導体封止用エポキシ樹脂組成物においては、その構成として、（Ａ）エポキ
シ樹脂、（Ｂ）硬化剤、（Ｃ）硬化促進剤並びに（Ｄ）無機充填材を含有する。このうち
の（Ａ）エポキシ樹脂については、（Ａａ）フェノールアラルキル型エポキシ樹脂と（Ａ
ｂ）Ｏ－クレゾールノボラック型エポキシ樹脂の配合が必須とされている。
【００１７】
　（Ａａ）フェノールアラルキル型エポキシ樹脂は、その高分子構造において、フェノー
ルエポキシ・アラルキル繰り返し単位を有するものとして特徴的である。代表的なものと
しては、たとえば次式（１）
【００１８】
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【化１】

【００１９】
（式中のｎは１以上の整数を示す。）
で表わされるフェノールアラルキル型エポキシ樹脂が挙げられる。式（１）において、ベ
ンゼン環には本発明の所定の効果を阻害しない限り、アルキル基などの炭化水素基が１以
上置換されていてもよい。この式（１）で表わされるフェノールアラルキル型エポキシ樹
脂は、常法に従って合成されたものでも、あるいは市販品として利用可能なものであって
もよい。
【００２０】
　また、（Ａｂ）Ｏ－クレゾールノボラック型エポキシ樹脂も従来公知のものをはじめと
して各種であってよく、常法により合成したもの、あるいは市販品であってもよい。（Ａ
）エポキシ樹脂においては、その全体量に対して、（Ａａ）フェノールアラルキル型エポ
キシ樹脂が２０～８０質量％の範囲内となるように、また（Ａｂ）Ｏ－クレゾールノボラ
ック型エポキシ樹脂についても２０～８０質量％の範囲内となるようにする。この範囲を
満たすのであれば、その他各種のエポキシ樹脂が含有されてよい。
【００２１】
　（Ａ）エポキシ樹脂に配合可能なその他のエポキシ樹脂としては、ビフェニル型エポキ
シ樹脂、ビフェニルアラルキル型エポキシ樹脂、ビスフェノール型エポキシ樹脂、脂環式
エポキシ樹脂等が例示される。
【００２２】
　（Ｂ）硬化剤としては、ビフェニル型フェノール樹脂が配合される。このものはその高
分子構造においてビフェニルアラルキル・フェノールの繰り返し単位を有するものとして
特徴的である。代表的なものとしては、たとえば次式（２）
【００２３】

【化２】

【００２４】
（式中のｍは１以上の整数を示す。）
で表わされるビフェニルアラルキル型フェノール樹脂が挙げられる。この式（２）におい
ても、ビフェニル環やベンゼン環には本発明の所定の効果を阻害しない限り、アルキル基
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などの炭化水素基が１以上置換されていてもよい。この式（２）で表わされるビフェニル
型フェノール樹脂は、常法に従って合成されたものでも、あるいは市販品であってもよい
。
【００２５】
　本発明の半導体封止用エポキシ樹脂組成物においては、前記のとおりの（Ａ）エポキシ
樹脂とともに（Ｂ）硬化剤としてのビフェニル型フェノール樹脂、そしてさらに必須の構
成成分として、（Ｃ）硬化促進剤、（Ｄ）無機充填材を含有する。このような組成物とし
ての必須の構成によって、ハロゲン化合物やアンチモン化合物等の難燃剤を添加配合しな
くても、高い難燃性を達成し、しかも硬化物の高いＴｇと、優れた成形性が実現可能とさ
れる。
【００２６】
　ビフェニル型フェノール樹脂は、（Ｂ）硬化剤全体量の４０～１００質量％の範囲内に
おいて配合される。ビフェニル型フェノール樹脂が（Ｂ）硬化剤全体量の４０質量％とな
る範囲内であれば他の硬化剤を配合してもよい。たとえば、フェノールノボラック、フェ
ノールアラルキル、トリフェニルメタン型フェノール、ジシクロペンタジエン型フェノー
ル等の各種の多価フェノールが挙げられる。
【００２７】
　ビフェニル型フェノール樹脂が（Ｂ）硬化剤全体量の４０質量％未満となる場合には、
難燃性が低下する傾向となる。
【００２８】
　（Ｃ）硬化促進剤については、その種類は各種の１種以上であってよい。たとえば、ト
リフェニルホスフィン、ジフェニルホスフィン等のホスフィン化合物やホスホニウム塩等
のホスフィン化合物の塩、２－メチルイミダゾール、フェニルイミダゾール、２－メチル
－４－メチルイミダゾール等のイミダゾール化合物、１，８－ジアザビシクロウンデセン
、トリエタノールアミン、ベンジルメチルアミン等の３級アミン化合物が例示される。な
かでも、ホスフィン化合物およびホスフィン化合物の塩のうちの１種以上が配合されるこ
とが好ましい。これによって、難燃性をさらに向上させることが可能となる。
【００２９】
　（Ｄ）無機充填材についても各種のものであってよく、たとえば結晶シリカ、溶融シリ
カ、アルミナ、窒化ケイ素などの１種以上であってよい。なかでも結晶シリカの配合は難
燃性の向上に有効である。
【００３０】
　以上のとおりの（Ａ）エポキシ樹脂と（Ｂ）硬化剤の半導体封止用組成物の全体量に占
める配合割合については、一般的には、（Ａ）エポキシ樹脂：３～１５質量％、（Ｂ）硬
化剤：５～９質量％の範囲内とすることが考慮される。また、（Ｄ）無機充填材について
は、半導体封止用エポキシ樹脂組成物の全体量に対して８０～８８質量％の範囲内とする
ことが好ましい。（Ｄ）無機充填材の配合量が少ない場合には難燃性が低下する傾向とな
り、逆に過剰量である場合には成形時の流動性が低下し、ワイヤ変形や未充填などの不具
合の発生が懸念される。なお、前記の結晶シリカを用いる場合には、（Ｄ）無機充填材全
体量の６０質量％以上とすることが難燃性向上に寄与することになる。
【００３１】
　また、本発明においては、上述以外に必要に応じて、γ－グリシドキシプロピルトリメ
トキシシラン、γ－メルカプトプロピルトリメトキシシランなどのシランカップリング剤
、カルナバワックス、ステアリン酸およびその誘導体、モンタン酸およびその誘導体、カ
ルボキシル基含有ポリオレフィンなどの離型剤、変色防止剤、老化防止剤、染料、変性剤
、可塑剤、希釈剤などを配合することが可能である。
【００３２】
　本発明の半導体封止用エポキシ樹脂組成物は、必須成分およびその他の任意成分を均一
に分散混合できる方法であれば、その調製方法に特に制限はないが、一般的な方法として
、所定の配合量の成分をミキサー等により十分混合した後、ミキシングロールやニーダー
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により、必要に応じて加熱しながら溶融混合させたものを冷却固化して粉砕する方法が挙
げられる。この際、粉砕後の組成物は成形条件に合うような大きさおよび重さで打錠機な
どを用いてタブレットとすることもできる。
【００３３】
　本発明の樹脂封止型半導体装置は、集積回路、大規模集積回路、トランジスタ、サイリ
スタ、ダイオードなどの半導体素子および／または半導体集積回路が、本発明のエポキシ
樹脂組成物の硬化物で封止されているものであり、半導体素子および／または半導体集積
回路の種類、封止方法、パッケージ形状などは特に限定されない。
【００３４】
　封止の一般的な方法としては、低圧トランスファー成形法が挙げられるが、射出成形、
圧縮成形、注型成形、ポッテイング等により封止することもできる。成形時および／また
は成形後の硬化条件は、エポキシ樹脂組成物の各成分の種類や、配合量により異なるが、
通常、１５０～２２０℃の温度で３０秒～１０時間である。
【００３５】
　トランスファー成形などの方法で封止された半導体装置は、そのままあるいは８０～２
００℃の温度で１５秒～１０時間かけて完全硬化させた後、電子機器等に搭載される。
【００３６】
　樹脂封止型半導体装置のパッケージ形状としては、ＤＩＰ、ＺＩＰ、ＳＯＰ、ＳＯＪ、
ＱＦＰなどのリードフレームタイプ、ＢＧＡなどの片面封止タイプ、ＴＡＢ、ＣＳＰなど
が挙げられる。
【００３７】
　そこで以下に実施例を示し、さらに詳しく説明する。もちろん以下の例によって本発明
が限定されることはない。
【実施例】
【００３８】
（実施例１～８）（比較例１～２）
　表１に示した次の各成分を所定量（質量部）計量し、混合・分散した後に８０～１２０
℃の温度で溶融混練した。次いで冷却後に粉砕した。
【００３９】
　フェノールアラルキル型エポキシ樹脂：前記式（１）で表わされる、日本化薬ＮＣ－２
０００－Ｌ
　Ｏ－クレゾールノボラック型エポキシ樹脂：住友化学ＥＯＣＮ－１０２０
　ビフェニル型エポキシ樹脂：ジャパンエポキシレジンＹＸ４０００
　ビフェニルアラルキル型フェノール樹脂：式（２）で表わされる、明和化成ＭＥＨ７８
５１Ｍ
　フェノールノボラック樹脂：明和化成Ｈ－１
　トリフェニルホスフィン：北興化学ＴＰＰ
　テトラフェニルホスホニウム・テトラフェニルボレート：北興化学ＴＰＰ－Ｋ
　得られたエポキシ樹脂組成物について、次の評価を行った。
＜流動性の評価＞
　スパイラルフロー（ＳＦ）を測定
＜Ｔｇの測定＞
　材料を１７５℃の金型で所定の形状に成形後、１７５℃×６ｈ後硬化。ＴＭＡにより測
定。
＜燃焼試験＞
　３．２ｍｍ厚の試験片を成形後、１７５℃×６ｈ後硬化。ＵＬ－９４の試験法に則って
５枚の試料を評価。
【００４０】
　評価のランクは、Ａ：優良、Ｂ：良、Ｃ：不可とした。
【００４１】
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　Ａ：最大の残炎時間が５秒以下
　Ｂ：最大の残炎時間が１０秒以下
　Ｃ：最大の残炎時間が１０秒を超える
　その結果も表１に示した。
【００４２】
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【表１】

【００４３】
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　実施例１～５においては、高いＴｇと良好なＳＦ値としての優れた成形性とともに、高
い難燃性が達成されていることがわかる。
【００４４】
　また、実施例１～５と実施例６～８との対比からは、ホスフィン化合物またはその塩の
配合、結晶シリカの配合の有効性とその適切量での配合量の優良性がわかる。
【００４５】
　一方、硬化剤としてビフェニルアラルキル型フェノール樹脂の配合比の低い比較例１、
そしてフェノールアラルキル型エポキシ樹脂の配合比の低い比較例２においては、上述の
実施例１～８のような効果が得られていないことがわかる。
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